
送付（持参可）による見積合せについての注意事項 

１ 見積書の提出方法 

⑴ 見積書は所定の様式にて作成し、直接提出（持参）する場合は封筒に入れて封
印し、かつ、その封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「令和○年
〇月〇日開披〔 業務案件名 〕の見積書在中」の旨を記載し、水道局総務部総
務課契約係に見積書受付期限までに提出してください。 

⑵ 見積書の日付は、見積書受付期日以前の作成日を記入してください。 
⑶ 送付により提出する場合は二重封筒とし、外封筒に「令和○年〇月〇日開披

〔 業務案件名 〕の見積書在中」の旨を記載し、下記担当あて見積書受付期限ま
でに到着するように送付してください。 

なお、電報、ファクス、電話その他の方法による見積は認めません。 
⑷ 見積者は、その提出した見積書の書換え、引換え又は撤回をすることができませ

ん。 
  （見本）封印 

   

  ⑸ 札幌市競争入札参加資格者名簿に登録された代表者（ただし、競争入札参加資格
申請時に代表者から見積及び開披に関する件の委任をした場合、その委任を受けた
者）以外の者が見積する場合は、当該代表者から代理人への委任を行う旨を記載し
た委任状を提出してください。 

 
２ 見積合せは原則として３回まで行います。１回目の見積合せで契約の相手方が決定し

ない場合は、水道局総務部総務課契約係より電話又はファクスで２回目以降の見積合せ
の日程等をお知らせします。 

３ 見積合せの結果については、電話又はファクスにより通知します。 
４ 契約書は、受領のために来所できない場合は送付しますので、確認・作成のうえ、速

やかな御提出（送付可）をお願いいたします。 
５ 開札の立会を希望される場合は、予定時刻の 10 分前には開札場所に待機してくださ

い。 
６ 当該見積合せの参加に当たっては、札幌市水道局入札情報サービスに掲載する「札幌

市水道局競争入札参加者心得」を遵守してください。 


